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１． 医療的ケア児について

神奈川県の医療的ケア児の人数（推計値）
※神奈川県小児等在宅医療連携拠点事業における令和５年度取組状況報告より抜粋（神奈川県医療企画課）
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【H29～R5年度】
（１）実施概要

○ こども医療センターの医療機関ネットワークを活用し、県内の研修指定医療機関38箇所へ調査票を配布し、調査を実施。
※調査対象は配付38機関＋こども医療センターの計39機関

（２）内容
○ 対 象：外来で在宅療養指導管理料を算定している18歳以下の患者
○ 質問項目：診療報酬別の算定件数

（３）結果

診療報酬 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

C107 在宅人工呼吸指導管理料 149 141 142 132 135 136 111

C109
在宅寝たきり患者処置指導管理
料

164 104 85 61 65 60 56

C103 在宅酸素療養指導管理料 563 379 378 361 344 306 311

C104 在宅中心静脈栄養指導管理料 31 23 20 39 22 24 21

C105
在宅成分栄養経管栄養法指導管
理料

28 23 27 25 23 22 13

C112 在宅気管切開患者指導管理料 104 122 122 109 118 85 60

C105-2 在宅小児経管栄養法指導管理料
379 332 291 282 299 223 216

C106 在宅自己導尿指導管理料 286 147 153 130 120 124 81

C102 在宅自己腹膜灌流指導管理料 26 5 2 5 4 5 3

合計 1,730 1,276 1,222 1,144 1,130 985 872



医療的ケア児支援法のポイント！！

（１）目的・基本理念

〇目的：医療的ケア児の健やかな成長と、その家族の離職防止

〇基本理念：医療的ケア児及びその家族に対する切れ目ない支援など

（２）国の責務

〇医療的ケア児・家族に対する支援に係る施策を総合的に実施

（４）保育所、学校等の設置者の責務

〇在籍する医療的ケア児に対する適切な支援

→看護師等の配置、その他必要な措置

（３）地方公共団体の責務

〇国との連携を図りつつ、医療的ケア児・家族に対する支援に係る施策を
実施。

→保育所、学校等に対する支援、相談体制の整備、情報提供（県・市町村）
→医療的ケア児支援センターを設置することができる（県）

医療的ケア児（者）やその家族へ切れ目のない支援を実施
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２． 医療的ケア児支援法の制定と医療的ケア児支援センター



4

こども家庭庁資料

２． 医療的ケア児支援法の制定と医療的ケア児支援センター
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３． かながわ医療的ケア児支援センターについて（令和６年度）
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地域資源

行政を含む地域支援者
医療、保健、療育、保育、教育、福祉、等々

<相談者窓口> 医療的ケア児とその家

族及び支援者からの相談を受け、その内

容 から適切なサービス・支援に繋ぐ

<支援者支援> 医療的ケア児に関わる

支援者に対して助言を行う。

<地域支援> 個別支援を通じて抽出さ

れた地域課題を共有し、施策につなげる。

(関わった事例から得られた課題を上にあげ

ていく) ※横のつながりは、自立支援協議

会等でも共有する。

• 企画（庁内会議、政令市連絡会議）
• 人材育成（関係機関との連携）
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中央障害者相談支援キーステーション
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相談件数 ８８件 （完了 ４３件、継続 ４３件、経過観察 ２件 （令和７年2月２８日現在））

（１）圏域別件数

圏域 市町村

横須賀・三浦圏域１１件
横須賀市 ４件、鎌倉市 ４件、逗子市 ３件、三浦市 0件、
葉山町 0件

湘南東部圏域 1７件 藤沢市 ４件、茅ヶ崎市 １１件、寒川町 ２件

湘南西部圏域 ２０件
平塚市 ３件、秦野市 1２件、伊勢原市 ４件、大磯町 0件、
二宮町 1件

県央圏域 ７件
厚木市 ３件、大和市 0件、海老名市 0件、座間市 0件、
綾瀬市 ３件、愛川町 １件、清川村 0件

県西圏域 15件
小田原市 12件、南足柄市 0件、中井町 0件、大井町 0件、
松田町 1件、山北町 0件、開成町 1件、箱根町 0件、
真鶴町 0件、湯河原町 1件

政令市・その他 1８件
横浜市 ８件、川崎 ２件、相模原市 １件、県外 ３件、不明
４件

３． かながわ医療的ケア児支援センターについて（令和６年度）
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（２） 相談方法 電話 ７６件、LINE 2４件、メール ４件、その他（対面等）1５件

（３） 相談種別 親・親族 ５５件、支援者 ５５件、その他 ８件、不明 1件

（４） 相談内容 （主訴別：119件の内訳）

相談内容 件数

退院調整 ６件

医療 1４件

成人移行 １件

レスパイト ６件

障害福祉サービス ２１件

制度 1２件

相談内容 件数

権利擁護・障害受容 １件

保育所・幼稚園 17件

学校 ９件

在宅生活 ８件

その他 2４件

合計 119件

３． かながわ医療的ケア児支援センターについて（令和６年度）
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レスパイト先がない
○ 在宅で生活する医療的ケア児の介助を行う家族の休息（レスパイト）がとれない
⇒ 医療的ケア児在宅レスパイト事業、

障害児等メディカルショートステイ運営事業 など

保育園・幼稚園に入れない
○ 医療的ケア児を受け入れる保育園や幼稚園が見つからない
⇒ 医療的ケア児受入促進事業、医療的ケア児保育支援事業 など

学校に通うための親の負担が大きい
○ 車での送り迎えが必要だったり、学校での付き添いが必要だったりする
⇒ ケア付き通学支援事業、医療的ケア支援体制整備事業 など

これまでに寄せられた主な課題と取組み

３． かながわ医療的ケア児支援センターについて（令和６年度）



医療的ケア児等コーディネーター養成研修事業

神奈川県では、平成30年度より、医療的ケア児等が地域で安心して暮らして
いけるよう、医療的ケア児等に対する支援を総合調整する者（医療的ケア児
等コーディネーター）の養成研修を実施。

研修の目的
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医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律第2条第2項に規定
する医療的ケア児や重症心身障がい児等が、地域で安心して暮らしていける
よう、医療的ケア児等に対する支援を総合調整する者を養成することを目的
としている。

研修受講の対象者は、主に相談支援専門員、看護師等が想定されている。

４． 県の施策について



（単位：人、政令市実施分は除く）
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（１） 医療的ケア児等コーディネーター養成研修修了者

（２）圏域別医療的ケア児等コーディネーター養成研修者修了者数

（３）職種別医療的ケア児等コーディネーター養成研修者修了者数

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 計

11 研修中止 21 18 14 10 74

横須賀三浦 湘南東部 湘南西部 県央 県西 その他 計

13 19 15 20 6 1 74

看護師 相談支援専門員 その他 計

20 35 19 74

４． 県の施策について



11

医療的ケア児在宅レスパイト事業

在宅で生活する医療的ケア児の介助を行う家族のレスパイト（休息）のため、居宅を訪問し、家族に代
わって介助を行う看護師等の人件費を補助する在宅レスパイト支援を行う市町村に対し、看護師等の報
酬等の一部について補助を行う。
補助率：県１/２、市町村１/２
補助先：市町村（政令市・中核市を除く）
補助対象：訪問看護師等の報酬等の一部

４． 県の施策について
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障害児等メディカルショー
トステイ運営事業①

４． 県の施策について
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障害児等メディカルショートステイ運営事業②

登録者数 （延べ）利用者数

48名 88名

０～３歳 12名

４～７歳 ９名

８～10歳 ９名

11～14歳 11名

15歳以上 ７名

（１）登録・利用者総数

（２）年齢別登録者数 （３）圏域別登録者数

横須賀三浦 22名

湘南東部 13名

湘南西部 ７名

県央 ６名

県西 ０名

R７年２月末時点の運用状況

４． 県の施策について
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医療的ケア児登録フォーム 登録状況一覧（令和７年２月28日）

登録項目
（県及び市町村での情報共有への同意必須）

・氏名、生年月日、住所、電話番号、メール
アドレス
・病名等、手帳等の有無、医療的ケアの種類
・移動、会話の可否、主たる病院
・自由意見欄

（主な意見）
・保育園の受入先がない
・動ける医ケア児の受入施設がない
・普通小学校に看護師配置してほしい
・幼稚園、小学校の家族負担を減らしてほしい
・レスパイト施設がない
・利用できるサービスを教えてほしい

※ 横浜市は令和６年12月末現在の値、医療的ケア者も含む。

４． 県の施策について


